
第２回
前島のぶながタウンミーティング

• 令和７年９月２６日（金曜日）

• 午前10時30分から午前11時30分

• 場所：西宮市大学交流センター講義室２

（アクタ西宮 東館６F）



本日の予定

• 10:30から10:40 ご挨拶

• 10:40から11:10 振り込め詐欺対策と消費者被害について

• 11:10から11:30 質疑応答（西宮市政全般を含む）



特殊詐欺の現状

特殊詐欺：振り込め詐欺（オレオレ詐欺）、キャッシュカード詐欺、還付金詐欺、

架空料金詐欺、投資詐欺、ロマンス詐欺 など・・・

令和６年度（通年・確定値） 認知件数 ２１,０４３件 被害額 約７１８憶円

令和７年７月末 （暫定値） 認知件数 １５,５８３件

・（前年同期比＋４８２５件 ＋４４．９％）

・被害額 ７２２億円（前年同期比 +４３７.７億円、+153.9%）

※被害額は、過去最悪だった前年の年間被害額を令和7年7月末時点で超えている





※警視庁特殊詐欺対策本部



振り込め詐欺

：親族、警察官、弁護士等を装い、親族が起こした事件・事故に
対する示談金等を名目に金銭等をだまし取る（脅し取る）手口







★最近急増しているニセ警察詐欺

• 認知件数 5,757件（特殊詐欺全体の36.9％）

• 被害額 481.9億円（特殊詐欺全体の66.7％）

→ 若年層も対象になる

• 犯人側が「守秘義務が課せられている」などと被害者を脅すこ
とで、周囲に相談できない状況を作って孤立させ、被害に気付
きにくい状況を作出

• 「逮捕を免れるためには全財産を調べる必要がある」などと資
金調査を名目とし、被害者の全財産をだまし取ることで、被害
額が高額化



預貯金詐欺、キャッシュカード詐欺

：県や市区町村などの自治体や税務署の職員などと名乗り、医療
費などの払い戻しのためにキャッシュカードの確認や取替の必要
があるなどの口実で自宅を訪れ、キャッシュカードをだまし取る
詐欺



• キャッシュカードの確認・取替が必要だと信じ込ませた上で、
その後、銀行協会等を名乗る犯人から電話があり、「キャッ
シュカードを取りに行く」「手続きのため暗証番号を教えてほ
しい」などと情報を要求

• 警察官などと偽って電話をかけ「キャッシュカード(銀行口座)
が不正に利用されている」「預金を保護する手続をする」など
として、嘘の手続きを説明した上で、キャッシュカードをすり
替えるなどして盗み取る



還付金詐欺

• 自治体、税務署、年金事務所の職員などと名乗り、医療費・保
険料の過払い金や、一部未払いの年金があるなど、お金を受け
取れるという内容の電話をかけてくる。

• 被害者が犯人の指示通りにATMを操作すると、実際には犯人側
の口座にお金が振り込まれるという詐欺

※払い戻しには期限があると焦らせる



架空料金請求詐欺

：インターネットサイト事業者などを名乗る犯人から、インター
ネットの未納料金が発生しているなどの名目で、携帯電話に
ショートメッセージ(SMS)が送られたり、法務省や裁判所などの
名称で自宅にはがきが送付されることにより、実際には使用して
いない料金を支払わせようとする詐欺

→被害者が本文に記載された電話番号に電話をかけると、

「払わなければ裁判になる」「今日払えば大半が返金される」

などと言われ、払ったほうが良いと思い込まされる。



SNS型投資詐欺

• 認知件数は過去最多 被害額は過去2番目に多い

・認知件数875件（前月比+251件、+40.2％）

・被害額113.4億円（+34.2億円、+43.1％）と大幅増加

・「Instagram」「YouTube」が大幅に増加

・当初接触手段は、「バナー等広告」「ダイレクトメール」



SNS型ロマンス詐欺

• 認知件数・被害額は前年同期比で大幅増加

・認知件数2,927件（前年同期比+1,029件、+54.2％）

・被害額278.5億円（+77.0億円、+38.2％）と前年同期比で

大幅増加

※警視庁 特殊詐欺対策ページからの数字



高齢者の消費者被害について

• 高齢者には「お金」「健康」「孤独」の3つの大きな不安

→悪質業者は言葉巧みにこれらの不安をあおり、親切にして

信用させ、年金や貯蓄などの大切な財産を狙う。

→高齢者は自宅にいることが多いため、電話勧誘販売や家庭

訪販による被害にあいやすい。



電話勧誘販売

：販売業者が消費者宅などに電話し、商品やサービスを販売する方法

→強引な勧誘、身分を偽っての勧誘、虚偽説明、説明不足など

例：カニなど海産物の購入を強引に勧める電話

• 電話勧誘を受けた際に海産物の購入を断っているにもかかわらず、
事業者から一方的に送ると告げられて電話を切られるケース

• 着信番号を変えて何度も電話をしてくるケース

• 突然海産物が代引配達で届き、同居している家族が代金を支払って
しまったというケース



（対処法）

• きっぱりと断る

• 断ったにもかかわらず、一方的に代引配達で商品が届いた

→受け取りを拒否

• つい契約をしてしまった、代金を支払い商品を受け取ってしまった場合

→クーリング・オフにより事業者に対し返金を求める

※特商法の電話勧誘販売→書面受取日から８日以内 書面・メールで

• 消費者ホットライン：「１８８（いやや！）」番

• 警察相談専用電話：「♯９１１０」番



家庭訪販
：販売業者が消費者宅を訪問し、商品やサービスを販売する方法

→消費者が要請していないにもかかわらず、販売業者が家庭を訪問

• 「事業者から太陽光発電設備の点検は義務化されていると言わ
れた」「太陽光パネルの無料点検をすると電話があり、点検し
たら高額な契約を勧誘された」

• 「自治体から委託された」という業者の点検後に温水器の交換
が必要といわれた

• 「無料点検」といわれ依頼したが、新しい給湯器への交換を勧
められ契約したので解除したい







（対処法）

• 訪問販売→契約書面を受け取った日から８日以内であればクー
リング・オフ可能

※契約書に不備がある場合→期間は経過しない

• 契約の重要部分に事実誤認がある場合は、気づいてから１年間
又は契約締結時から５年間取消が可能



インターネット通販



次々販売

：一人の消費者に次から次へと契約させる商法

・同じ商品または異なる複数の商品を次々に契約させるケース

・複数の業者が次々に契約させるケース

• 着物の次々販売 展示会に誘われて・・・

• 悪質リフォーム業者





【事例１】突然訪問した業者と２週間で総額約６００万円のリフォーム工事を次々と契約



【事例２】認知症の高齢者が６年間で４７件、総額約１５７０万円のリフォーム工事を１８の業者と契約





見守りと気づきのポイント

• 不審な契約書や請求書、宅配業者からの不在通知などはないか

• 不審な健康食品、魚介類などはないか

• 新品の布団など、同じような商品が大量にないか

• 屋根や外壁などに不審な工事の形跡がみられないか

• 不審な業者が出入りしている形跡はないか

• 本人の言動や態度など

• 不審な電話やメールのやり取りなどはないか

• お金に困っている様子はないか

• 預金通帳などに不審な出金の記録はないか
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